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山形県政務調査費の取扱いに関する要領 及び  

政務調査費の手引の改正に係る検討結果 

 

１ 検討の趣旨 

地方自治法の改正を踏まえ、平成 24 年 12 月に政務調査費の交付に関する

条例等が改正され、平成 25 年４月から政務活動費として運用されることと

なったため、その具体的な運用方針である標記要領及び手引の改正について

検討を行った。 

 

２ 検討結果 

  以下の各項目について改正することが適当である。 

 

（１）名称の変更 

名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改める。【要領・手引】 

 

（２）基本的事項の追加 

政務活動費以外の経費との按分が必要な場合、その上限（２分の１）を

超えて充当する場合は、その積算根拠を明らかにすることを明示する。 

会計は原則として現金主義（支出した時期によって区分）により整理す

るものとする。【要領・手引】 

 

（３）「運用の目安」の追加・修正 

従来、山形県政務調査費の交付に関する条例施行規程に規定されていた

各支出科目の主な例を要領に規定するとともに、全国都道府県議会議長会

において示されている考え方等を踏まえて整理する。 



①要請陳情等活動費について 

・議員本人の活動に対して支出できることとし、地域住民を伴って要請陳

情活動を行う場合等の同行者の経費については支出できないこととする。

【要領・手引】 

・主な例として「中央省庁等に対する要請陳情活動に要する経費」、「住

民から個別に相談を受ける際に要する経費」、「要望陳情活動を目的と

した機関等の政務活動に適う活動を行っている団体への年会費」等を追

加する。【手引】 

②会議費について 

・団体等が主催する会議等に議員として参加要請があった場合に充当でき

ることとする（食糧費を含む）。【要領・手引】 

・主な例の食糧費等の運用の目安は「団体等から議員として出席要請があ

り、かつ、その会議等を開催する目的が政務活動に適う場合」とする。

【手引】 

③人件費について 

・生計を一にする親族の雇用に係る経費には支出できないこととする。

【要領・手引】 

 

（４）「政務活動費を充当するのに適さない経費」の追加・修正 

全国都道府県議会議長会において検討されている考え方を踏まえ、充当

するのに適さない会費等を整理する。 

①充当するのに適さない会費等の例として「飲食、会食を主目的とする

会合等への参加に要する経費」及び「団体の役員を兼任している議員

が、当該団体の役員として総会等に出席する場合に要する経費」を追

加する。【要領・手引】 



   ②充当するのに適さない活動である「私的活動」の具体例として「団体

役員や経営者としての資格等、個人としての社会的地位によって招待

された式典、会合」を追加する。【手引】 

   ③充当するのに適さない会費である「個人の立場で加入している団体に

対する会費」の具体例として「経営者としての資格等、個人的な資格

要件で加入している団体（ライオンズクラブ、ロータリークラブ、趣

味の会等）の会費」を追加する。【手引】 

   ④充当するのに適さない会費として「飲食、会食を主目的とする会合の

参加に要する経費」を追加し、その具体例として「新・忘年会、暑気

払い」等を明示する（ただし、その会合の名称にかかわらず、主催者

が県政等に係るニーズを理解してもらうために議員に対して出席を求

める場合を除く。）。【手引】 

   ⑤充当するのに適さない経費である「生計を一にする親族への支出」の

具体例として雇用に係る人件費のほか、「親族所有の建物の賃借料、

親族が役員になっている団体への賃借料」を追加する。【手引】 

 

（５）「事例集」について 

  ・要領等の改正に応じて収支報告書記載例等を改める。 

 

３ 制度改正に係る説明会の実施について 

  政務活動費制度の円滑な運用を図るため、説明会を実施することが適当で

ある。 

 

※詳細は、別添「山形県政務調査費の取扱いに関する要領の一部改正について（新旧

対照表）」及び「政務活動費の手引（平成25年３月改訂版）」を参照。 
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現   行 改 正 案 

山形県政務調査費の取扱いに関する要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、山形県政務調査費の交付に関する条例（平成

13年３月県条例第４号。以下「条例」という。）に基き交付さ

れる政務調査費の取扱いについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（支出にあたっての基本的事項） 

第２ 調査研究活動に伴い政務調査費を支出するにあたっての基

本的事項は、次のとおりとする。 

（１）実費支出の原則 

政務調査活動は、会派及び議員の自発的意志に基き行われ

るものであり、基本的に調査研究に要した経費について自ら

把握することが可能であることから、その額や内容について

も社会通念上妥当な範囲のものであることを前提としたうえ

で、実費による支出を原則とする。 

 

（２）按分による支出 

調査研究活動とそれ以外の活動に係る部分を含む経費を支

出する場合は、実績等に応じた合理的な割合で経費を按分す

る。 

山形県政務活動費の取扱いに関する要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、山形県政務活動費の交付に関する条例（平成

13年３月県条例第４号。以下「条例」という。）に基づき交付

される政務活動費の取扱いについて必要な事項を定めるものと

する。 

 

（支出にあたっての基本的事項） 

第２ 政務活動費を支出するにあたっての基本的事項は、次のと

おりとする。 

（１）実費による支出 

条例第３条の３第１項に規定する政務活動（以下「政務活

動」という。）は、会派及び議員の自発的意志に基づき行わ

れるものであり、基本的に政務活動に要した経費について自

ら把握することが可能であることから、その額や内容につい

ても社会通念上妥当な範囲のものであることを前提としたう

えで、実費による支出を原則とする。 

（２）按分による支出 

政務活動とそれ以外の活動に係る部分を含む経費を支出す

る場合は、実績等に応じた合理的な割合で経費を按分する。 

なお、事務所費、事務費、人件費において、他の活動に係
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   なお、事務所費、事務費、人件費において、他の活動に係

る部分と明確に区分し難い場合の按分の上限率は、原則２分

の１とする。 

 

 

 

 

 

 

（各支出科目の運用の目安） 

第３ 第２に規定する支出にあたっての基本的事項の他、条例及

び山形県政務調査費の交付に関する条例施行規程（平成13年３

月県議会告示第２号。以下「規程」という。）に規定する政務

調査費の各支出科目の運用の目安は、次のとおりとする。 

（１）調査研究費（交通費、宿泊費） 

調査研究活動を行う場合の交通費は実費とし、日当等（食

事代を含む。）は支出できない。ただし、自家用車等を利用

して調査研究活動を行った場合は、燃料費等を厳密に算出す

る事は困難なことから、県職員等の旅費に関する条例（昭和

26年10月県条例第48号）の規定により、自家用車を利用して

旅行する県職員に支給される車賃の額を基準とする。 

また、調査研究活動に伴い宿泊を要する場合の宿泊費も実

費とし、その額も社会通念上妥当な範囲のものであること。 

 

 

る部分と明確に区分し難い場合の按分の上限率は、原則２分

の１とする。 

これを超えて支出する場合は、その積算根拠を明確にして

おかなければならない。 

（３）現金主義による会計処理 

原則として現金主義（支出した時期によって区分）による

ものとする。 

 

 

（各経費の主な例及び運用の目安） 

第３ 第２に規定する支出にあたっての基本的事項の他、条例及

び山形県政務活動費の交付に関する条例施行規程（平成13年３

月県議会告示第２号。以下「規程」という。）に規定する政務

活動費の各経費の主な例及び運用の目安は、次のとおりとす

る。 

（１）調査研究費（資料印刷費、委託費、文書通信費、交通費、

宿泊費、参加費（食糧費を含む。） 等） 

政務活動を行う場合の交通費は実費とし、日当等（食事代

を含む。）は支出できない。ただし、自家用車等を利用して

政務活動を行った場合は、燃料費等を厳密に算出する事は困

難なことから、県職員等の旅費に関する条例（昭和26年10月

県条例第48号）の規定により、自家用車を利用して旅行する

県職員に支給される車賃の額を基準とする。 

また、政務活動に伴い宿泊を要する場合の宿泊費も実費と

し、その額も社会通念上妥当な範囲のものであること。 
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（２）研修費、会議費（食糧費） 

他者が主催する研修会や会議に伴う懇談会に出席する場合

の食糧費については、公職選挙法の制限に抵触しないことを

前提としたうえで、政務調査活動としての研修会、会議との

一体性があり、その内容も情報交換や意見交換を伴うなど社

会通念上妥当なものであると認められる場合に限り支出でき

ることとし、その額も社会通念上妥当な範囲のものであるこ

と。 

また、自己が主催する研修会や会議等における参加者の

飲食代については、茶菓代等を除き支出できない。 

（３）資料作成費 

   資料の中に他の活動に係る部分を含む場合は、合理的な割

合で経費を按分する。 

 

（４）資料購入費 

   情報収集等調査研究のために必要な資料、雑誌等について

は、真に必要な部数に限る。 

 

調査研究を目的として団体等が主催する会議に伴う懇談会

に出席する場合の食糧費については、公職選挙法の制限に抵

触しないことを前提としたうえで、政務活動としての会議と

の一体性・関連性があり、その内容も情報交換や意見交換を

伴うなど社会通念上妥当なものであると認められる場合に限

り支出できることとし、その額も社会通念上妥当な範囲のも

のであること。 

（２）研修費（会場・機材借上費、講師謝金、会費、研修参加費

（食糧費を含む。）、文書通信費、交通費、宿泊費等） 

団体等が主催する研修会に伴う懇談会に出席する場合の食

糧費については、公職選挙法の制限に抵触しないことを前提

としたうえで、政務活動としての研修会との一体性があり、

その内容も情報交換や意見交換を伴うなど社会通念上妥当な

ものであると認められる場合に限り支出できることとし、そ

の額も社会通念上妥当な範囲のものであること。 

また、自己が主催する研修会における参加者の飲食代に

ついては、茶菓代等を除き支出できない。 

（３）広聴広報費（広報誌・報告書等印刷費、委託費、文書通信

費、交通費等） 

広報誌等の中に政務活動以外の活動に係る部分を含む場合

は、合理的な割合で経費を按分する。 

（４）要請陳情等活動費（資料印刷費、文書通信費、交通費、宿

泊費等） 

   原則として会派や議員の活動に対して支出できるものであ

り、地域住民等を伴って要請陳情活動を行う等の同行者の経
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（５）広報費 

広報誌等の中に他の活動に係る部分を含む場合は、合理的

な割合で経費を按分する。 

 

 

 

 

 

 

（６）事務所費 

   後援会事務所、政党事務所等と共用の場合の事務所賃借

料、維持費等は、使用領域、使用内容等、合理的な割合で経

費を按分する。 

（７）事務費 

   備品及び消耗品については、政務調査活動に対する有用性

が高く、一般的に直接必要であると認められるものとし、価

格や台数等についても、政務調査活動に要する備品という観

点から社会通念上許容される範囲であること。 

（８）人件費 

   常時雇用において、他の用務にも従事している場合は、勤

務実態等に応じ合理的割合で経費を按分する。 

 

 

 

費には支出できない。 

（５）会議費（会場・機材借上費、講師謝金、資料印刷費、会議

参加費（食糧費を含む。）、文書通信費、交通費、宿泊費

等） 

団体等が主催する会議等に議員としての要請があって出席

する場合の食糧費については、公職選挙法の制限に抵触しな

いことを前提としたうえで、その額も社会通念上妥当な範囲

のものであること。 

また、自己が主催する会議等における参加者の飲食代に

ついては、茶菓代等を除き支出できない。 

（６）資料作成費（印刷・製本費、委託費、原稿料等） 

資料の中に他の活動に係る部分を含む場合は、合理的な割

合で経費を按分する。 

 

（７）資料購入費（書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベ

ース利用料等） 

情報収集等調査研究のために必要な資料、雑誌等について

は、真に必要な部数に限る。 

 

（８）事務所費（事務所の賃借料、管理運営費等） 

後援会事務所、政党事務所等と共用の場合の事務所賃借

料、維持費等は、使用領域、使用内容等、合理的な割合で経

費を按分する。 

（９）事務費（事務用品・備品・消耗品購入費、備品維持費、文

書通信費等） 
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（政務調査費を充当するのに適さない経費） 

第４ 政務調査費を充当するのに適さない経費は次のとおりとす

る。 

（１）私的財産の形成につながる経費等 

   政務調査費の充当の範囲は、調査研究に直接必要とする経

費に限られ、たとえ調査研究に使用する場合であっても、議

員の私的財産の形成につながるものには充当できない。 

（２）政務調査費を充当するのに適さない活動に要する経費 

   政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動に要する経費

へは支出できない。 

 

 

 

（３）政務調査費を充当するのに適さない会費等 

備品及び消耗品については、政務活動に対する有用性が高

く、一般的に直接必要であると認められるものとし、価格や

台数等についても、政務活動に要する備品という観点から社

会通念上許容される範囲であること。 

なお、他の活動に係る部分と併用される場合は、使用実態

に応じた合理的な割合で経費を按分する。 

（10）人件費（給料、手当、社会保険料、賃金等） 

   生計を一にする親族の雇用に係る経費は支出できない。 

常時雇用において、他の用務にも従事している場合は、勤

務実態等に応じ合理的割合で経費を按分する。 

 

（政務活動費を充当するのに適さない経費） 

第４ 政務活動費を充当するのに適さない経費は次のとおりとす

る。 

（１）私的財産の形成につながる経費 

    

 

 

（２）政務活動費を充当するのに適さない活動に要する経費で次

に掲げるもの 

  イ 政党活動 

ロ 選挙活動 

ハ 後援会活動 

ニ 私的活動 

（３）政務活動費を充当するのに適さない会費等で次に掲げるも
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   個人の立場で加入している団体に対する会費、意見交換を

伴わない会合等の参加費、団体の活動総体が政務調査活動に

寄与しない場合、その団体に対して納める年会費、月会費等

には支出できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  附 則 

 １ この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 ２ 条例、規程及びこの要領の施行後２年を目途として、政務

調査費の制度の施行状況を勘案して検討を加え、その結果に

基いて必要な措置を講ずるものとする。 

 

の 

  イ 個人の立場で加入している団体に対する会費 

ロ 団体の活動が政務活動に寄与しない場合の当該団体に対

して納める年会費、月会費等 

  ハ 飲食、会食を主目的とする各種会合の参加に要する経費 

  ニ 団体の役員を兼任している議員が、当該団体の役員とし

て総会等に出席する場合に要する経費 

（４）親族の雇用及び親族所有の施設等の賃借 

原則として、配偶者及び生計を一にする親族には支出でき

ない。 

 

 

附 則 

 この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



山形県議会政務調査費等検討委員会 

委  員  名  簿 

（平成２４年３月１６日～） 

 

委 員 長  佐 藤 藤 彌 （自由民主党） 

副委員長  髙 橋 啓 介 （県政クラブ） 

委  員  石 黒   覚 （県政クラブ） 

委  員  森 谷 仙一郎 （自由民主党） 

委  員  菅 原   元 （自由民主党） 

委  員  小 池 克 敏 （自由民主党） 

委  員  児 玉   太 （自由民主党） 

委  員  佐 貝 全 健 （自由民主党） 

 

（※正副委員長以外は議席番号順） 



山形県議会政務調査費等検討委員会開催経過 

（平成２４年度） 

回 数 開催年月日 協 議 内 容 等 

第１回 平成 24 年 6 月 25 日 ・政務調査費の手引の改正等について協議 

第２回 平成 24 年 7 月 4 日 ・政務調査費の手引の改正等について協議 

第３回 平成 24 年 8 月 22 日 

・政務調査費の手引の改正等について協議 

・改正地方自治法（政務活動費関係）の審議状況

について報告 

第４回 平成 24 年 9 月 19 日 

・政務調査費の手引の改正等について協議 

・政務活動費交付条例に係る全国議長会の標準条

例（例）（案）に対する意見について協議 

・検討結果報告書案について協議 

第５回 平成 24 年 9 月 27 日 

・政務調査費の手引の改正等について協議 

・政務活動費に係る条例改正スケジュールについ

て協議 

・検討結果報告書案について協議、決定 

第６回 平成 24 年 10 月 24 日 ・政務活動費に係る条例改正方針等について協議 

第７回 平成 24 年 11 月 8 日 
・政務活動費に係る条例、条例施行規程の改正素

案について協議 

第８回 平成 24 年 11 月 26 日 
・政務活動費に係る条例、施行規程改正案につい

て有識者から意見を聴取 

第９回 平成 24 年 11 月 27 日 

・政務活動費に係る条例施行規程改正案について

協議 

・検討結果報告書案について協議、決定 

第 10 回 平成 25 年 2 月 5 日 

・政務調査費の取扱いに関する要領、政務調査費

の手引改正素案について協議 

・収支報告書の閲覧に関する要綱、委員会設置要

綱の改正案について協議 

第 11 回 平成 25 年 2 月 19 日 

・政務調査費の取扱いに関する要領、政務調査費

の手引改正案について有識者から意見を聴取 

・検討結果報告書案について協議 

・収支報告書の閲覧に関する要綱、委員会設置要

綱の改正案について協議、決定 

第 12 回 平成 25 年 2 月 27 日 ・検討結果報告書案について協議、決定 
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１ 政務活動費の概要 

（１）制度の趣旨・体系（根拠法令等）                  ３ 

（２）条例の制定・改正等の経緯                     ４ 

（３）制度の概要                            ５ 

 

２ 使途基準の運用の目安 

（１）基本的事項                            ６ 

   ① 実費による支出                        ６ 

   ② 按分による支出                        ６ 

   ③ 現金主義による会計処理                    ６ 

（２）各経費の主な例及び運用の目安                   ７ 

   ① 調査研究費                          ７ 

   ② 研修費                            ９ 

   ③ 広聴広報費                         １０ 

   ④ 要請陳情等活動費                      １１ 

   ⑤ 会議費                           １１ 

   ⑥ 資料作成費                         １２ 

   ⑦ 資料購入費                         １２ 

   ⑧ 事務所費                          １３ 

   ⑨ 事務費                           １４ 

   ⑩ 人件費                           １５ 

（３）政務活動費を充当するのに適さない経費等             １６ 

   ① 私的財産の形成につながる経費                １６ 

   ② 政務活動費を充当するのに適さない活動に要する経費      １６ 

   ③ 政務活動費を充当するのに適さない会費等           １７ 

   ④ 親族に対する支出                      １７ 

（４）使途基準の運用に当たっての留意事項               １８ 

   ① 実費支出の例外                       １８ 

   ②「会派交付額」と「議員交付額」の配分             １８ 

   ③食糧費の支出                         １９ 

   ④支出年度区分の考え方                     １９ 

目目目目            次次次次    



 2 

３ 事務手続き 

 

（１）事務手続きの流れ                        ２０ 

（２）交付等の手続き                         ２２ 

 ① 会派結成届の提出                      ２２ 

 ② 政務活動費の請求                      ２２ 

 ③ 政務活動費の振込み                     ２３ 

 ④ 交付を辞退する場合                     ２３ 

 ⑤ 会派に異動や解散があった場合                ２３ 

⑥ 任期満了時等の政務活動費の請求               ２４ 

⑦ 会派解散、議員辞職時等の政務活動費の返還          ２４ 

（３）収支報告書について                       ２５ 

 ① 収支報告書の作成及び提出の期限               ２５ 

 ② 収支報告書の記載事項                    ２５ 

 ③ 収支報告書への領収書等の添付                ２６ 

 ④ 領収書等が取得できない場合等（支払証明書の作成）      ２７ 

 ⑤ 残余額の返還                        ２７ 

（４）会計帳簿等の整理・保存                     ２８ 

 ① 整理・保存義務                       ２８ 

 ② 保存する書類                        ２８ 

（５）閲 覧                             ２９ 

 ① 閲覧に供される書類                     ２９ 

 ② 閲覧請求者                         ２９ 

 ③ 閲覧期間                          ２９ 

④ 閲覧場所等                         ２９ 

 

 

４ 税法上の取扱い 

 

（１）会 派                             ３０ 

（２）議 員                             ３０ 
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（１）制度の趣旨・体系（根拠法令等） 

① 地方自治法 第 100 条 

（第 14 項） 

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究調査研究調査研究調査研究そのそのそのその他他他他のののの

活動活動活動活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又会派又会派又会派又はははは議員議員議員議員に対し、政務

活動費を交付することができる。 

この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活

動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

（第 15 項） 

前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政

務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 

（第 16 項） 

議長は、第 14 項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

▼ 

② 山形県政務活動費の交付に関する条例  

（第２条） 

県は、山形県議会議員の県政に関する調査研究調査研究調査研究調査研究と施策立案施策立案施策立案施策立案の一層の充実を図り、併せて

更なる議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化を進めるため、第４条第１項の規定による届出をした会派（所属する

議員が一人の会派を含む。）及び議員に対し、政務活動費を交付する。 

（第３条の３第１項） 

  政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相

談、各種会議への参加など県政県政県政県政のののの課題及課題及課題及課題及びびびび県民県民県民県民のののの意思意思意思意思をををを把握把握把握把握しししし、、、、県政県政県政県政にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる活動活動活動活動そそそそ

のののの他他他他のののの住民福祉住民福祉住民福祉住民福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るためにるためにるためにるために必要必要必要必要なななな活動活動活動活動（「（「（「（「政務活動政務活動政務活動政務活動」）」）」）」）にににに要要要要するするするする経費経費経費経費に対して支出

する。 

（同条第２項） 

  政務活動費は、政務活動に要する次の経費に充てることができる。 

   (1)調査研究費 (2)研修費 (3)広聴広報費 (4)要請陳情等活動費 (5)会議費 

   (6)資料作成費 (7)資料購入費 (8)事務所費 (9)事務費 (10)人件費 

（第 11 条） 

  議長は、政務活動費の適正な使用を期すため、収支報告書が提出されたときは必要に

応じて調査を行うものとし、政務活動費の適正な運用及び視との透明性の確保のために

必要があると認めるときは、会派及び議員に対し必要な措置を講ずるよう求めることが

できる。 

▼ 

③ 山形県政務活動費の交付に関する条例施行規程 

 条例の施行に関し必要な事項を規定 

▼ 

④ 山形県政務活動費の取扱いに関する要領 

支出に当たっての基本的事項、各経費の主な例及び運用の目安並びに政務活動費を充当

するのに適さない事項等について規定 

１１１１    政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの概要概要概要概要    
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（２）条例の制定・改正等の経緯 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 名称が「政務調査費」から「政務活動 

費」に変更された。 

○ 政務活動費を充てることができる経費

の範囲を条例で規定することとされた。 

○ 使途の透明性確保について議長の努力

義務が定められた。 

国等の動き 条例等の制定・改正等の経緯 

 

 

 

 

 

○ 自治法第 232 条の 2 に基く、 

公益上必要がある場合の補助金補助金補助金補助金と 

しての位置付け（会派交付） 

 

 

 

    

    

    

    

    

○○○○ 要綱要綱要綱要綱にににに基基基基くくくく補助金補助金補助金補助金からからからから条例条例条例条例にににに基基基基

くくくく交付交付交付交付金金金金へへへへ（（（（会派交付会派交付会派交付会派交付）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

○○○○    領収書領収書領収書領収書のののの全額添付全額添付全額添付全額添付    

○○○○「「「「会派交付会派交付会派交付会派交付」」」」からからからから「「「「会派及会派及会派及会派及びびびび議員議員議員議員

交付交付交付交付」」」」へへへへ     等 

 

 

 

 

○○○○「「「「政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費」」」」にににに名称変更名称変更名称変更名称変更    

○○○○政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費をををを充充充充てることができてることができてることができてることができ

るるるる範囲範囲範囲範囲をををを条例条例条例条例でででで規定規定規定規定    

○○○○使途使途使途使途のののの透明性確保透明性確保透明性確保透明性確保にににに関関関関するするするする議長議長議長議長

のののの措置措置措置措置のののの目的目的目的目的をををを明確化明確化明確化明確化    

「山形県議会会派に対する

県政調査研究交付金交付要

綱」に基く交付 

昭和 39 年 

平成 13 年 

山形県政務調査費の交付に

関する条例の制定 

平成 19 年 

「「「「山形県議会政務調査費等検討山形県議会政務調査費等検討山形県議会政務調査費等検討山形県議会政務調査費等検討

委員会委員会委員会委員会」」」」の設置 

（◎ 制度の透明性の向上を図

る観点からの検討の実施） 

自治法改正を受け、「「「「山形県山形県山形県山形県    

議会活性化検討委員会議会活性化検討委員会議会活性化検討委員会議会活性化検討委員会」」」」におい

て条例化へ向けた検討の実施 

山形県政務調査費の交付に

関する条例の一部改正 

平成 20 年 

山形県政務調査費の交付に

関する条例の一部改正 

平成 24 年 

 

 

○ 地方公共団体の自己決定権、自己責任 

の拡大に伴う議会の権能、役割の増大 

 

 

 

○ 政務調査費の支出根拠の法制化 

○ 議員個人への活動経費支給の制度化 

全国議長会による要望活動 

 

 

○ 議会の審議能力を強化し議会の活性化

を図るため、議員の調査活動基盤の充実

を図る観点から政務調査費の法制度化 

 

地方自治法の一部改正 

平成 12 年 

地方分権一括法の制定 
平成 11 年 

 

 

○ 政務調査費の使途や情報公開のあり方

等に関する地域住民の関心の高まり（住

民監査請求、住民訴訟等の増加） 

○ 収支報告の透明性の向上等を内容とし 

た政治資金規正法の一部改正（Ｈ19.12 

月）               等 

平成 19 年 

平成 24 年 
地方自治法の一部改正 

平成 12 年 
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（３）制度の概要 
 

項目 内          容 関係条項 

交 付 対 象 会派（一人会派を含む）及び議員 条例第２条 

交 付 額 
会派  ３万円（会派所属議員１人当り／月） 

議員 ２８万円／月 

条例第３条 

第３条の２ 

交 付 方 法 

四半期ごとに、各４半期の最初の月（４月、７

月、１０月、１月）に、会派及び議員からの請

求に基き交付する。 

条例第７条 

使 途 基 準 
条例、施行規程、要領に定める経費の範囲に従

って支出。（※具体的運用の目安は手引を参照） 

条例第３条

の３ 

規程第５条 

要領 

収支報告書 

の 提 出 

経費別の金額及び事業実施内容、事業の成果等

を記載した収支報告書を、翌年度の４月３０日

まで議長に提出しなければならない。 

条例第 10 条 

（第２項） 

領 収 書 等 

の 添 付 

収支報告書には、支出に係る領収書等の写しを

添付しなければならない。 

条例第 10 条 

（第５項） 

議 長 の 

調 査 権 

議長は、収支報告書等が提出されたときは必要

に応じて調査を行い、政務活動費の適正な運用

及び視との透明性の確保のために必要がある

と認めるときは、会派及び議員に対し必要な措

置を講ずるよう求めることができる。 

条例第 11 条 

残余の返還 
交付を受けた額に残余が生じたときは県に返

還しなければならない。 
条例第 12 条 

証拠書類の

整 理 保 存 

各会派の経理責任者及び議員は、会計帳簿を調

製しその内容を明確にするとともに、証拠書類

等を整理し５年間保存しなければならない。 

条例第 13 条 

収支報告書

の 閲 覧 

何人も閲覧することができる｡（収支報告書等

の提出期限後、６０日経過後から） 
条例第 14 条 
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（１）基本的事項 
 

 ① 実費による支出 

政務活動は、会派及び議員の自発的意思に基き行われるものであり、基本

的に、調査研究に要した経費について自ら把握することが可能であることか

ら、その額や内容についても社会通念上妥当な範囲のものであることを前提

としたうえで、実費による支出を原則とする。 

 

 ② 按分による支出 

事務所費、人件費等において、政務活動とそれ以外の活動に係る部分を含

む経費を支出する場合は、実績等に応じた合理的な割合で経費を按分する。  

なお、事務所費、事務費、人件費において、他の活動に係る部分と明確に

区分し難い場合の按分の上限率は、原則２分の１とする。 

これを超えて支出する場合は、その積算根拠を明確にしておかなければな

らない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 現金主義による会計処理 

原則として現金主義（支出した時期によって区分）によるものとする。 

ただし、前年度に利用したもので、その経費の支出が年度をまたぎ、収支

報告書の提出前に行われたものについては、前年度の支出として整理するこ

とができるものとする。 

また、年会費や年間購読料など、利用期間等が年度をまたぐ場合も支出し

た月で整理することとするが、その期間中に議員でなくなった場合は、任期

を超える期間の相当額を返還するものとする。 

２ 使途基準の運用の目安 
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（２）各経費の主な例及び運用の目安 
 

 ① 調査研究費 

県の事務及び地方行財政等に関し会派又は議員が行う調査研究（視察を含む。）並び
に調査委託に要する経費 

 （資料印刷費、委託費、文書通信費、交通費、宿泊費、参加費（食糧費を含む。）等） 

主な例 運用の目安 

公共交通機関 
（鉄道、バス、タクシ
ー、航空機、船舶） 

実費とする。 

レンタカー 実費とする。 

自家用自動車 
県の旅費規程に基く車賃の額 

（１Km 当りの基準単価 37 円）を準用することができる。 

高速道路、有料駐車場 実費とする。 

代行車 
政務活動のために飲食を伴う会合に出席した場合に限り、
その実費を支出することができる。 

日 当 
支出できない。 
（現地交通費、通信費等については実費で支出できるが、
食事代は支出できない。） 

政務活動を補助する
配偶者等親族への交
通費等の支出 

原則として支出できない。 
（配偶者等の政務活動の補助者としての活動実態により、
例えば、通訳等専門技術的な補佐をする場合や、議員に身
体的な障害があり活動を補佐する場合等は支出できる。） 

交 

通 

費 
政務活動を補助する
職員への交通費等の
支出 

支出できる。 

宿泊料 

実費とする。（食事代を除く。） 
なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とする。 

（参考） 
「山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例」にて
規定する宿泊料 
（１泊につき） 
 甲地方 16,500 円 
 乙地方 13,300 円 

 
 ※なお、パック料金等で宿泊費と食事代の区分が困難な場

合においては、朝食代として概ね 1,000 円、夕食代とし
て 2,000 円を控除して充当することとする（ただし、「朝
食無料サービス」の場合は控除不要）。 
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海外視察経費 
支出できる。 

（国内旅費と同様に実費によるものとする。） 

委託費 
委託金額、具体的な委託業務等が明確である契約書を作成
し、成果物を整理保管しておくこと。 

調査相手方への謝礼等
の支出 

支出できる。 

文書通信費 
調査研究のためのファックス、電子メール等紙媒体以外の

通信費も含む。 

団体等が主催する会
議と一体又は連続し
た懇談会への出席に
要する経費 

調査研究を目的として出席した会議との一体性・関連性が
あり、かつ、主催者の開催目的が意見交換等であり、実質的
にも意見交換等が行われた場合に限り、自己負担分（会費等）
を支出することはできる。 

なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とし、  
5,000 円以内とする。 

調査研究を目的に、自
己が主催する飲食を
伴う会合の開催に要
する経費 

会合における参加者への飲食代の支出は不可とする。 
（※ ただし、茶菓代を除く） 

食 

糧 

費 

会派及び議員間での
調査研究を目的とし
た会合に要する経費 

たとえそれが政務活動の一環として開催される場合であ
っても支出できない。 

会
費 

団体等への入会金及
び年会費 

当該団体の活動が政務活動に適うものであれば支出する
ことができる。 

 
 

※ 交通費、宿泊費、文書通信費に関しては、他の経費についても同様とする。 
 



 9 

 

 ② 研修費 

会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む）に要する経費並びに
団体等が開催する研修会（視察を含む）、講演会等への議員又は会派若しくは議員が雇用
する職員の参加に要する経費 
（会場・機材借上費、講師謝金、会費、文書通信費、交通費、宿泊費、研修参加費（食糧
費を含む）等） 

主な例 運用の目安 

研修会の開催に伴う会場使
用料 

研修会の開催に伴う講師謝
金 

支出できる。 

 
議員連盟主催会合等の
会費 

 個々の議員連盟等の活動内容や実態が、政務活動に適う
ものである場合は支出できる。 
 なお、団体等が主催する会合等への会費については、会
議費で整理するものとする。 

政党主催の研修会の会
費 

 研修会の内容が政務活動に適うものであれば支出でき
る。 

会 

費 

団体等への入会金及び
年会費等 

当該団体の活動が政務活動に適うものであれば支出す
ることができる。 

団体等が主催する研修
会に一体又は連続した
懇談会への出席に要す
る経費 

政務活動としての研修会との一体性があり、その内容も
講師や他の参加者との情報交換や意見交換を伴うなど社
会通念上妥当なものであると認められる場合に限り、自己
負担分（会費等）を支出することはできる。 

なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とし、 
5,000 円以内とする。 

自己が主催する飲食を
伴う研修会の開催に要
する経費 

 研修会における参加者への飲食代の支出は不可とする。
（※ ただし、茶菓代を除く） 

 なお、本人の自己負担分（会費等）についても支出は不
可とする。 

食 

糧 

費 

会派及び議員間での懇
談に要する経費 

 たとえそれが政務活動の一環として開催される場合で
あっても支出できない。 
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③ 広聴広報費 

県政に関する政策等について会派又は議員が行う広聴広報活動に要する経費 
（広報誌・報告書等印刷費、委託費、文書通信費、交通費等） 

主な例 運用の目安 

広報誌の発行経費 

 広報誌の中に、後援会活動等の政務活動以外の活動に係
る部分が含まれる場合は、紙面の内容により判断し、記事
の割合等により按分して支出する。（※ ただし、後援会
が発行主体の場合は支出不可） 

議員ホームページの作
成・更新経費 

 後援会活動の政務活動以外の活動に係る部分が含まれ
る場合は、広報誌の場合と同様の考え方による。 

広報誌の郵送に必要な封
筒の印刷や郵送料 

 広報誌の発送分に限り、封筒の印刷費や郵送料を支出す
ることができる。 

県政報告会や広聴を行う
場合の会場使用料・機材借
上料 

 支出できる。 

議会傍聴案内のチラシの
作成費 

 政務活動との関連性及び有用性を有する範囲で支出す
ることができる。 
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④ 要請陳情等活動費 

会派又は議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 
（資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等） 

主な例 運用の目安 

中央省庁、国会議員、県
内関係機関等に対する
要請陳情活動に要する
経費 

 地域のための予算獲得や県政の課題解決のために行う要
請陳情活動に要する交通費、宿泊費等を支出できる。 

住民から個別に相談を
受ける際に要する経費 

 政務活動の趣旨に沿った内容である場合に支出すること
ができる。 
 なお、予め日時場所等を特定して開催する「住民相談会」
は「会議費」として支出するものとする。 

地域関係者や参考人を
伴った要請陳情活動の
際の同行者の経費 

 原則として会派や議員の活動に対して支出できるもので
あり、同行者の経費は支出できない。 

会
費 

団体等への入会金
及び年会費等 

当該団体の活動が政務活動に適うものであれば支出するこ
とができる。 

 

 ⑤ 会議費 

会派又は議員が行う各種会議、住民相談等に要する経費並びに団体等が開催する意見
交換会等各種会議への会派又は議員の参加に要する経費 

（会場・機材借上費、講師謝金、資料印刷費、会議参加費（食糧費を含む）、文書通信費、
交通費、宿泊費等） 

主な例 運用の目安 

会議の開催に伴う会場
使用料 

会議の開催に伴う講師
謝礼等 

 支出できる 

団体等から議員とし
て出席要請のあった
各種会議や会合等へ
の参加に要する経費 

団体等から議員として会議や会合等に出席要請があり、か
つ、その会議や会合等を開催する目的が政務活動に適うもの
である場合に、参加に要する自己負担分（会費等）を支出す
ることはできる。（※交通費も同様。） 

なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とし、   
5,000 円以内とする。 

自己が主催する飲食
を伴う会議の開催に
要する経費 

会議における参加者への飲食代の支出は不可とする。 
（※ ただし、茶菓代を除く） 

食 

糧 

費 

会派及び議員間での
懇談に要する経費 

たとえそれが政務活動の一環として開催される場合であ
っても支出できない。 
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 ⑥ 資料作成費 

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 
（印刷・製本代、委託費、原稿料等） 

主な例 運用の目安 

 他の活動に係る部分と
の按分 

 後援会活動、政党活動等、他の用務に係る資料を含む場合
は、実績等に応じた合理的な割合で経費を按分する。 

 

⑦ 資料購入費 

会派又は議員が行う活動のために必要な図書・資料等の購入、利用等に要する経費 
（書籍購入代、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等） 

主な例 運用の目安 

 新聞・雑誌等の購読料 

政務活動に必要な情報収集等の手段として必要な新聞に
ついては、真に必要な部数とする。（原則としてスポーツ新
聞を除く。） 
 その他の雑誌(政党機関紙を含む)についても、真に必要な
部数に限る。 

会員制のオンラインサ
ービスから情報提供を
受ける場合の年会費 

政務活動に必要な情報収集等の手段として利用する場合
の会費（年会費・月会費）を支出できる。 

学習用機材の購入費や
通信教育の受講費 

政務活動に必要な学習機材や研修受講に対しては支出す
ることができる。 
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⑧ 事務所費 

会派又は議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
（事務所の賃借料、管理運営費等） 

主な例 運用の目安 

光
熱
水
費 

自宅、後援会事務所、政
党事務所等と共用の場合
の事務所光熱水費 

基本料金を含め、使用頻度、使用領域（面積）等で按分
する。 
※ 他の活動に係る部分と明確に区分できない場合は、

原則として上限を１／２とした範囲内で適切な方法に
より経費を按分すること。 

後援会事務所、政党事務
所等と共用の場合の事務
所賃借料 

使用領域（面積按分）、使用内容等合理的な割合で按分す
る。 
※ 他の活動に係る部分と明確に区分できない場合は、
原則として上限を２分の１とした範囲内で適切な方法
により経費を按分することとし、これを超えて充当す
る場合はそのことを示す客観的証拠を添えることとす
る。 

親族所有の建物への賃借
料の支出 

支出不可とする。 

親族又は議員が役員とな
っている団体等への賃借
料の支出 

支出不可とする。 

賃
借
料 

議員以外が契約者になっ
ている場合 

 議員が政務活動として使用している場合に限り支出す
ることができる。その場合、議員と契約者との連名に
よる覚書等の文書を添付することとする。 

維
持
修
繕
費 

事務所の修繕費 

支出不可とする。 
なお、事務所の除雪経費や照明器具の設置および更新
についても修繕費に含まれるものとして支出不可と
する。 
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⑨ 事務費 

会派又は議員が行う活動に係る事務遂行に必要な経費 
（事務用品・備品・消耗品購入費、備品維持費、文書通信費等） 

主な例 運用の目安 

パソコン、テレビ等
高額な備品の購入 

ＯＡ機器等のリー
ス料 

固定電話、携帯電話
に係る経費 

備品・消耗品については、政務活動に対する有用性が高く、一
般的に直接必要であると認められるものに限定すべきであり、個
人用のものは対象外。 
 また、その価格や台数等についても、政務活動に要する備品と
いう視点から社会通念上許容される範囲であること。 

他の活動に係る部分と併用される場合については、使用頻度や
通話時間等、使用実態に応じた合理的な割合で按分する。 
１．政務活動に使用している事務機器については、機器ごとの所

有台数にかかわらず、使用実態に応じて支出できるものとす
る。 

２．標準的な按分割合は下記のとおりとする。 
３．これを超えて支出する場合は、議員が使用実態を説明し、必

要に応じてその裏付けとなる資料を添付する。 
 
（１）固定型 

※固定電話、ＦＡＸ、コピー、プリンター等、持ち運びしな
いパソコン等、設置場所を固定・限定して使用する機器 

①私用と議員活動用を共用している場合は１／４とする。 
②私用と議員活動用を区分している場合は１／２とする。 
※使用区分は設置場所により外形的に把握するものとする。 

（２）モバイル型（移動型） 
※携帯電話（スマートフォン含む）、IPad 等のタブレット型

端末、通信可能な小型パソコン等、持ち運びして使用でき
る機器 

①私用と議員活動用の区分ができないものは１／４とする。 
②議員活動専用に使用しているものは１／２とする。 
※使用区分は、議員の自己申告によって把握する。この場合、

領収書等添付票に議員活動専用に使用していることを記載
することによって議員活動専用とみなすものとする。 
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⑩ 人件費 

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
（給料、手当、社会保険料、賃金等） 

主な例 運用の目安 

配偶者・親族の雇用に対す
る人件費 

原則として支出できない。 
 なお、親族の範囲は「生計を同一にする者」とする。 

また、実態に応じ、例えば親族が政務活動に関して専
門的知識があるなど特別な理由があり、社会通念上妥当
と判断される雇用形態を有している場合や、その勤務実
態が、実質的かつ外形的にも政務活動に適うものと認め
られる場合に限り充当できる。（勤務の態様を勘案せず、
一律定額での支給は認められない。） 

事務所で継続的に雇用して
いる者に対する人件費 

会派にいる職員（政党から
派遣されている者）に対す
る人件費 

特定の政務活動用務に係る短期的雇用の場合で、専ら
政務活動に従事しているのであれば全額支給できる。 

常時雇用において他の用務にも従事している場合は、
勤務実態等に応じ合理的な割合（政務活動に従事する平
均時間、日数等）で按分して支出する。 

なお、日誌等での勤務時間の実態により、それに見合
う人件費を支出すべきと考えるが、季節、政務活動に従
事する内容によってバラツキがあり従事割合が明確にで
きない場合は、原則として上限を２分の１とする。 

また、常用雇用する職員を政務活動のみに従事させて
いる場合は、日報などにより政務活動のみに従事してい
ることを証明するか、政務活動専ら従事することを記載
した雇用契約書を提出することで政務活動のみに従事し
ているとみなすこととする。 
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（３）政務活動費を充当するのに適さない経費等 
 

① 私的財産の形成につながる経費 

政務活動費の充当の範

囲は、政務活動に直接必

要とする経費に限る 

 

政務活動に使用する場合であっても、議員の私的財産の形

成につながる以下のような場合は充当できない。 

● 事務所として使用する不動産の購入、建築工事への支出 

● 自動車の購入（リースを含む。）、修理点検等維持経費 

● 政務活動に直接必要としない備品等の購入経費 

（絵画、冷蔵庫、衣服等） 

 

② 政務活動費を充当するのに適さない活動に要する経費で次に掲げるも

の 

政党活動 

● 政党広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷、発送料 

● 政党組織の事務所の設置維持経費、人件費 

● 党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費 

● 政党役員経費 

選挙活動 
● 選挙における各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成

経費、その他の選挙活動費 

後援会活動 
● 後援会の広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷、発送料 

● 後援会主催の「県政報告会」等の開催経費 

私的活動 

● 団体役員や経営者としての資格等、個人としての社会的

地位によって招待された式典、会合 

● 慶弔餞別費、冠婚葬祭費等（見舞、香典、祝金、餞別、

寸志、中元、歳暮、慶弔電報、年賀状購入費等） 

● 宗教活動費（檀家総代会、報恩講、宮参り等） 

● 観光、レクリエーション、親睦会経費等 
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③ 政務活動費を充当するのに適さない会費等で次に掲げるもの 

個人の立場で加入してい

る団体に対する会費 

● 町会費、公民館費、ＰＴＡ会費、商工会費、同窓会費、

経営者としての資格等、個人的な資格要件で加入してい

る団体（ライオンズクラブ、ロータリークラブ、趣味の

会等）の会費 等 

団体の活動総体が政務活

動に寄与しない場合その

団体に対して納める年会

費、月会費 

● 多額の還付金が生じる議員連盟の年会費 

● 会食代等が主な充当先である団体の年会費等 

飲食、会食を主目的とす

る各種会合の参加に要す

る経費 

● 新・忘年会、暑気払い、芋煮会、寒鱈会等（ただし、当

該会合の名称にかかわらず、主催者が県政等に係るニー

ズを理解してもらうために議員に対して出席を求める

場合を除く。） 

団体の役員を兼任してい

る議員が、当該団体の役

員として総会等に出席す

る場合に要する経費 

● 議員の資格ではなく、団体等の役職者の資格で、当該団

体の理事会、役員会、総会、大会等の出席に要する経費

（ただし、名誉職的な役職（「顧問」等）の場合を除く。） 

 
 

④ 親族に対する支出 

生計を一にする親族への

支出 

● 親族所有の建物の賃借料、親族が役員となっている団体

への賃借料 

● 親族の雇用に係る人件費 
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（４）各経費の運用に当たっての留意事項 
 

① 実費支出の例外 

自家用車利用時の交通費 

 自家用車を利用して政務活動を行った場合、政務活動に係る燃料費等を厳密に算出する

ことは困難なことから、別途、合理的方法により算出した基準単価として、県の旅費規程

で規定する自家用車利用時の車賃の額を準用することができる。 

 

 

 

 

 

② 「会派交付額」と「議員交付額」の配分 

 

会派に交付された政務活動費の議員個人への配分 

 会派に交付された政務活動費を単純一律に議員個人に配分することは適当ではないが、

会派が計画し実施する調査研究事業を関係議員に分担させるため、会派から議員に対し必

要な経費を支弁することはありえる。その場合、当該経費の収支について議員から会派に

報告し、残額は会派に返還する必要がある。 

 

議員に交付された政務活動費を用いての会派としての活動 

 会派に所属する議員が共同して調査研究を行う場合や、、、、会派の事務局に調査等を依頼す

るといった場合には、議員から会派に対し所要額を拠出することはありえる。（人件費につ

いても同様。）その場合、個人に係る政務活動費として収支を明確にしておく必要がある。 

 

県職員等の旅費に関する条例 

第 18 条 車賃の額は１キロメートルにつき３７３７３７３７円円円円とする。 

 

 
 
   

○ 会派で従事している職員の雇用主が政党の支部や後援会等の場合、雇用主（政

党、後援会等）と会派又は議員の間で契約書や協定書を締結したうえで、給与で

はなく雇用主に対する委託料や負担金等として支出する方法等も考えられる。 

   なお、いずれの場合であっても所得税や社会保険料等の取扱いに留意する必要

がある。 

会派で従事する職員の雇用主が会派や議員でない場合 
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③ 食糧費の支出 

政務活動費で食糧費を支出できる場合は、限定的限定的限定的限定的に考えるべきものと思われます。（政

務活動費は、原則として政務活動政務活動政務活動政務活動にににに直接必要直接必要直接必要直接必要とするとするとするとする経費経費経費経費に限られ、外形的にも、日常的

に行われる飲食等と区別することが困難な場合があることや、その必要性・妥当性に疑

念を持たれる場合があること。） 

× 支出が不適切な場合 

・会派及会派及会派及会派及びびびび議員間議員間議員間議員間でのでのでのでの懇談会懇談会懇談会懇談会経費 

・自己が主催する研修会や会議における参加者参加者参加者参加者へのへのへのへの飲食代飲食代飲食代飲食代（茶菓代を除く） 

○ 支出が可能な場合 

・調査研究を目的として他者が主催する研修会や会議に一体又は連続した懇談会（情報

交換や意見交換を伴うもの）に参加した場合。→調査研究費または研修費として支出 

・議員として出席を要請された各種会合等に参加した場合。→会議費として支出 

※ただし、5,0005,0005,0005,000 円円円円を上限とし、案内文や次第など、会議等の内容がわかるものを添付

すること。 

△ 場合により支出が可能な場合 

・政務活動に伴う調査等相手方又は調査同行者への飲食代については、当該飲食飲食飲食飲食をををを行行行行うううう

ことがことがことがことが政務活動政務活動政務活動政務活動のののの一一一一環環環環として行われ、それが社会通念上妥当なものであると認められ

る場合等に限り支出できるものと考えられます。 

 

④ 支出年度区分の考え方 

・原則として現金主義（支出した時期によって区分）によるものとする。 

・ただし、前年度に利用したもので、その経費の支出が年度をまたぎ、収支報告書の提出

前に行われたものについては、前年度の支出として整理することができるものとする。 

【イメージ】 

 

 
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

年度
区分

パターン１ 旧年度

パターン２

パターン３

パターン４

パターン５

パターン６

パターン７

新年度

利用期間

請
求

支
払
い

利用期間

請
求

請
求

支
払
い

利用期間
請
求

支
払
い

利用期間
請
求

支
払
い

利用期間
請
求

支
払
い

利用期間
請
求

支
払
い

（（（（１１１１））））支出支出支出支出したしたしたした時期時期時期時期がががが新年度新年度新年度新年度　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　新年度新年度新年度新年度のののの支出支出支出支出にににに区分区分区分区分
（（（（２２２２））））ただしただしただしただし、、、、支出支出支出支出がががが年度年度年度年度をまたいでをまたいでをまたいでをまたいで収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書のののの提出前提出前提出前提出前にににに行行行行われたものわれたものわれたものわれたもの　　　　⇒⇒⇒⇒

利用期間
請
求

支
払
い

新年度
収支報告書
提出期限

収支報告書
閲覧開始

支払い時期は新年度だが、旧年度
に区分することも可能

旧年度旧年度旧年度旧年度のののの支出支出支出支出とすることもとすることもとすることもとすることも
可能可能可能可能
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（１）事務手続きの流れ（全体フロー） 

手 続 き 時  期 内 容 等 

▼ 

会派 ➔ 議長 議員 ➔ 議長 

会派の届出 
・会派結成時 

・異動、解散時 
・会派結成（異動、解散）

届の提出 
― 

※交付を辞退す

るとき 
・交付決定通知前 ・交付辞退届の提出 

▼ 

議長 ➔ 知事 

知事への通知 

・毎年度 4 月 5 日 

まで 

・変更の都度 
・会派結成（異動、解散）

届のあった会派の通知 

・交付を受ける議員名の

通知 

▼ 

知事 ➔ 会派代表者 知事 ➔ 議員 
交付決定の通知 

・毎年度当初 

・変更の都度 ・交付決定通知（※ 交付辞退⇒除いて通知） 

▼ 

会派 ➔ 知事 議員 ➔ 知事 

政務活動費の請

求 

・4 月は交付決定後

10 日以内 

・7 月､10 月、1

月は各月の 10 日

まで 

・政務活動費請求書 

（3 万円×会派所属議員

数×3 か月分）を各四半

期ごとに請求 

・政務活動費請求書 

（28 万円×3 か月分）

を各四半期ごとに請求 

 

▼ 

知事 ➔ 会派 知事 ➔ 議員 
政務活動費の交

付 
・請求後、速やかに

・請求額を交付 ・請求額を交付 

▼ 

会派経理責任者 議員 

政務活動費の支

出 
・随 時 

・ 事業（政務活動）の実施 

・ 政務活動費の支出 

・ 領収書の取得（支払証明書の記載） 

・ 会計帳簿の記載 

▼ 

３３３３    事務手続事務手続事務手続事務手続きききき    
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▼ 

会派代表者 ➔ 議長 議員 ➔ 議長 

収支報告書等の

提出 

・交付年度の翌年 

度 4 月 30 日ま 

で 

・会派解散、議員 

辞職等の翌日か 

ら 30 日以内 

・収支報告書の提出（※収支金額、残余、事業実施

内容、事業の成果を記載） 

・領収書（写）の添付（※領収書等が取得できない

ときは、支払証明書（原本）） 

▼ 

議長 ➔ 会派・議員 

収支報告書の議 

長による調査 

・収支報告書等の

提出の都度 
・必要に応じ議長による調査を行い、必要があると

きは、会派及び議員に対し必要な措置を講ずるよ

う求めることができる。 

▼ 

議長 ➔ 知事 
収支報告書（写） 

の知事への送付 

・収支報告書等の

提出の都度 ・会派及び議員から提出のあった収支報告書等（写）

の知事への送付 

▼ 

知事 ➔ 会派代表者 知事 ➔ 議員 

・納入通知書の発行 

会派代表者 ➔ 知事 議員 ➔ 知事 

残 余 額 の 返 還

（残余が生じた

とき） 

・収支報告書提出 

後、随時 

・残余額の返還 

▼ 

会派の収支報告書 議員の収支報告書 

収支報告書等の

閲覧開始 

・収支報告書等の 

提出期限の翌日 

から起算して 

60 日を経過し

た日の翌日から 

 

（※何人も請求できる） 

・議会事務局総務課内 

・午前 9 時から午後 4 時 30 分まで（山形県の休日

以外の日） 

【保存期間】 

・提出期限の翌日から 5 年を経過する日の属する年

度末日まで 

▼ 

会派経理責任者 議員 

会計帳簿等の保

存 

・収支報告書等の 

提出期限の翌日 

から 5 年を経過 

する日の属する 

年度末日まで 

・ 会計帳簿（経理簿） 

・ 領収書（原本） 

・ 支払証明書（写） 

・ その他証拠書類 
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（２）交付等の手続き 

① 会派結成届の提出（条例第４条第１項） 

 

会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、「会派結成届」を議長に提出し 

 なければなりません。 

― 記載事項 ― 

▶ 会派名称及び会派代表者氏名 

▶ 会派経理責任者氏名 

▶ 会派所属議員数及び所属議員氏名 
 
※ 「議会運営上の会派の届出」とは別に、別途、「会派結成届」提出する必要があり

ます。 

※ 議員交付分については、届出は必要ありません。 

※ 一人会派の場合でも、会派としての政務活動費の交付を受ける場合は、会派結成

届を提出する必要があります。 

 

 

② 政務活動費の請求（条例第７条第１項～４項） 

 

会派及び議員は、知事からの交付決定通知受領後、政務活動費の交付を受けようとす

るときは、各四半期ごとに「「「「政務活動政務活動政務活動政務活動費費費費請求書請求書請求書請求書」」」」を知事に提出する必要があります。 

― 請求書の提出期限 ― 

    ▶ ４月は知事からの交付決定通知受領後１０日以内、７月、１０月、1 月は、各

月の１０日まで 

― 記載事項 ― 

▶ 交付を受けようとする金額 

▶ 金融機関名 

▶ 口座種別、口座番号、口座名義人氏名 

 

※ 口座名義人氏名は、会派交付分にあっては会派名及び会派代表者氏名、議員 

交付分にあっては、議員氏名となります。 

※ 四半期の途中で会派に所属する議員の数の異動があったときは、翌四半期に 

交付額を調整のうえ請求することとなります。 

一人会派について 
○ 条例上、一人会派への政務活動費の支給（３万円／月）は、会派としての

活動を前提として認められたものです。 

○ 一人会派を結成し、会派としての政務活動を行う場合は、議員個人として

の活動との区別が不明確とならぬよう、収支報告書においても、会派として

の活動と個人の活動を区別するよう留意する必要があります。 
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③ 政務活動費の振込み（条例第７条第６項） 
 請求のあった金融機関口座に、知事から、四半期ごとに、その最初の月（４月、 

７月、１０月、１月）の上旬に政務活動費が振込まれます。 

会派交付分 

 ▶ ３万円×会派所属議員数×３か月分 ／ 年４回 

議員交付分 

 ▶ ２８万円×３か月分 ／ 年４回 

 

④ 交付を辞退する場合（施行規程第４条） 

議員は、政務活動費の交付を辞退する場合は、交付決定前に政務活動費の交付を辞退

する旨の届出を議長に提出する必要があります。 

 また、辞退していた政務活動費を新たに交付を受けようとする場合にも、その旨を議

長に届け出る必要があります。 

― 記載事項 ― 

▶ 交付を辞退する議員氏名 

▶ 交付を辞退する期間 

▶ 交付を受けようとする期間（※辞退後、新たに交付を受けようとするとき） 

※ 交付決定後に交付を辞退することは、既に確定した債権を放棄することになり、公

職選挙法で禁止されている「寄附の禁止」に抵触する可能性があるので、交付を受け

る意思のない場合は、交付決定前に辞退届を提出する必要があります。 

 

⑤ 会派に異動や解散があった場合（条例第４条第２項、第３項） 
会派に異動や解散があった場合は、会派の代表者から議長に、会派異動（解散）届け

を提出する必要があります。 

異動届けが必要な場合 

▶「会派の名称」「代表者の氏名」「経理責任者の氏名」の変更及び「所属議員数の

増減」があった場合 

解散届けが必要な場合 

▶ 会派が解散したとき。 

※ 政務活動費は月の初日における各会派の所属議員数に３万円を乗じて得た額が交

付され、月の途中に異動があった場合であっても、それらの事由は生じなかったもの

とみなされます。 

※ 議員交付分についても同様に、月の途中で辞職や、補選による当選があった場合で

も、それらの事由は生じなかったものとみなされます。 

※ 異動の結果、所属議員の増加（または減少）によって、本来、その会派により多く

（または少なく）交付されるべき分は、次の四半期の交付の際に相殺して交付されま

す。 

※ また、年度末の会派異動等により次の四半期の交付での相殺が困難な場合、当該会

派に対して本来、より多く交付されるべき分を追加交付する（または、本来より多く

交付された分の返還を求める）こととなります。 
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⑥ 任期満了時等の政務活動費の請求 

（条例第８条第１項、第４項、第５項） 
 

任期満了時までの政務活動費の請求 

▶ 通常は３ヵ月分の前払いを請求しますが、四半期の中途に議員の任期が満了するとき

は、会派交付分、議員交付分ともに、任期満了の月までの分を請求します。（例：４月２

９日に任期が満了するとき⇒４月分のみを請求する。） 
 

新たな任期開始後の政務活動費の請求 

＜会派分＞ 

▶ 通常は月の初日に会派に所属する議員の数に応じて交付されますが、任期満了による

新たな任期が開始した場合は、特例として、任期満了日の属する月の翌月の初日から

新たな任期開始後最初に開催される議会の招集日までの間に会派結成届出が行われた

場合に限り、会派結成届出が行われた月の政務活動費が交付されます。 

（例：４月２９日に任期が満了し、５月１０日に臨時会が開催される場合に、５月７日

に会派結成届出を提出⇒５月分、６月分を請求する） 

※ 議会の解散により議員の新たな任期が開始した場合も同様です。 

＜議員分＞ 

▶ 月の初日に在職する議員に対し交付されますので、４月２９日に任期が満了し、４月

３０日から新たな任期が開始した場合は、５月分、６月分を請求することとなります。 

 

⑦ 会派解散、議員辞職時等の政務活動費の返還 

 （条例第８条第２項、第３項） 
 

会派解散時等の政務活動費の返還 

▶ 四半期の中途に会派が解散（又は議会が解散）したときは、３か月分の前払いを受け

た政務活動費のうち、解散の日の属する月の翌月以降の分を返還しなければなりませ

ん。（解散の日が月の初日の場合は、同月分も返還。） 

（例１：４月に４月、５月、６月分の交付を受けたが、５月２日に会派が解散した場合

⇒６月分を返還） 

 例２：４月に４月、５月、６月分の交付を受けたが、５月１日に会派が解散した場合

⇒５月分、６月分を返還） 
 

議員辞職時等の政務活動費の返還 

▶ 四半期の中途に議員が辞職、失職、死亡、除名、議会の解散により議員でなくなった

場合も、会派の場合と同様に、同日の属する月の翌月以降の分を返還しなければなり

ません。（同日が月の初日の場合は、同月分も返還。） 
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（３）収支報告書について 
 

① 収支報告書の作成及び提出の期限（条例第１０条第２項～第４項） 

 

会派の代表者及び議員は、政務活動費に係る収支の報告書を作成し、翌年度の４月３

０日まで議長に提出する必要があります。 
 
※ 会派の解散や、議会の解散、議員の任期満了及び辞職、失職等により議員でなく

なった場合は、当該日の翌日から３０日以内に提出する必要があります。 
 
※ 提出期限の翌日から５年を経過した日の属する年度の末日まで、議長において保存

されます。 
 
※ 一人会派の場合は、議員交付分と会派交付分とを区分し、各々提出することとなり

ます。 

 

② 収支報告書の記載事項（条例第１０条別記様式） 

 

 収    入 

当該年度に交付を受けた政務活動費の総額。 

※ １２ヶ月分交付を受けた場合は、２８万×１２ヶ月＝３３６万円 
 （議員交付の場合） 

支    出 

条例に定める経費ごとに、政務活動費を充当して支出を行った額とその総額。 

 

 

 

 

 

 

 残    余 

収支の差引残余が生じた場合は、その額。（後日、返還することとなります。） 
 

 事業実施内容 

調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費及び会議費について、主な事業

内容（事業名、実施回数、場所、参集範囲等）を記載する。 
 

 事業の成果等 

政務活動に係る事業の項目（目的）ごとに、事業の成果等を記載する。 

 

※ 支出総額支出総額支出総額支出総額はははは収入総額収入総額収入総額収入総額をををを超超超超えないことえないことえないことえないこと。。。。（交付を受けた政務活動費以外の経費

を充当して政務活動を行った場合であっても、収支報告書には交付を受けた

額を充当して行った政務活動に係る支出額を記載し、添付する領収書につい

ても当該支出額に係る分とする。） 

※ 政務活動の実施に伴い、条例等の制定・改正や議会における質疑、各種要

望活動等に結びついた事例、又は政務活動を通して抽出された政策課題や改

善策等を記載する。 
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③ 収支報告書への領収書等の添付（条例第１０条第５項） 

 

収支報告書には、支出金額にかかわらず、全ての支出に係る領収書その他の証拠書類

の写しを添付しなければなりません。 

 

※ 各支出科目ごとに整理のうえ提出願います。（収支報告書に記載された各支出科目

ごとの金額と領収書等の額との突合が必要となります。） 

※ 領収書の額面額のうち、按分や一部充当により政務活動費としての支出分を計上す

る場合は、領収書等を添付した用紙等に当該額を記載してくさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１））））領収書領収書領収書領収書のののの要件要件要件要件    

  ① 金額の表示 

  ② 受取人表示（氏名又は法人名、印鑑） 

  ③ 宛名の表示（会派名、議員名） 

    ※後援会活動等との按分の場合は、後援会事務所宛の場合もありえます。そ

の場合は後援会と議員との負担関係を覚書として残しておくことが適切で

す。 

  ④ 受領日付の表示 

 （注） 

● 目的物の表示及び受領の文言があることが望ましい。 

● ３万円以上の支出については、収入印紙が貼付してあること。 

 

２２２２））））そのそのそのその他証拠書類他証拠書類他証拠書類他証拠書類    

  ① レシート（ただし、可能な限り領収書を取得すること。） 

  ② 航空機搭乗券の半券 

  ③ 電話料通話明細書 

  ④ ATM 等による振込通知書 

  ⑤ 預金通帳の写し 

  ⑥ クレジットカード売上表（売上表を紛失した場合は、カード会社

から送付される利用明細書） 

  ⑦ ＥＴＣ利用証明書（インターネットによるＥＴＣ利用照会サービ

スにより取得可。） 

領収書等証拠書類領収書等証拠書類領収書等証拠書類領収書等証拠書類のののの範囲範囲範囲範囲    
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④ 領収書等が取得できない場合等（支払証明書の作成） 

（条例第１０条第５項） 

 

領収書等の取得が困難な場合や、領収書によっては政務活動費による支出内容の証

明が困難な場合等は、会派の代表者又は議員が「支払証明書」を作成し、収支報告書

に添付しなければなりません。 

 

支払証明書によることができる場合：（例） 

 ▶ 自動券売機で購入した切符代等、通常は領収書が発行されないもの。 

 ▶ 緊急の場合で領収書を取得するいとまがなかったもの。 

 ▶ 自家用車利用による交通費。（１km 当り３７円の県の基準単価で積算） 

 

 ※「支払証明書」は原本を提出し（押印）、写しを会派又は議員が保管してください。 

 ※「支払証明書」は各支出科目ごとに作成してください。 

※「支払証明書」には支出年月日、支払額、支払先、面談の有無、内容及び場所を記

載してください。（自家用車利用の場合はさらに距離数等を記載） 

 

 

⑤ 残余額の返還（条例第１２条第１項） 

 

  会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から支出の総額 

を控除して残余がある場合は、残余の額を県に返還しなければなりません。 

 

 － 返還の方法 － 

   ○ 県が発行する納入通知書により、納付期限内に金融機関の窓口で納付してい

ただくこととなります。 
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（４）会計帳簿等の整理・保存 

① 整理・保存義務（条例第１３条第２項） 

 

  会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出に係る会計帳簿その他証拠書類等

を整理し、収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日

の属する年度の末日まで保存しなければなりません。 
 

【例】 
 

 

 

 

 

 

② 保存する書類 

 

 

収支報告書・会計帳簿その他証拠書類等の保存期間 

H25/4/30(提出期限) H30/4/30(5 年経過日) H31/3/31(保存期限) H25/5/1(起算日) 

 

 

 

・ 収支報告書（控え） 

・ 支払証明書（写） 

・ 領収書等（原本） 

・ 会計帳簿（経理簿等） 

・ 通帳 

・ 賃貸借契約書（事務所、ＯＡ

機器等） 

・ 雇用契約書（事務員） 

・ 委託契約書（調査委託等） 

・ その他、支出の根拠となる書

類及び活動の実態が判る書類

等 

 

会派及会派及会派及会派及びびびび議員議員議員議員がががが保存保存保存保存    議長議長議長議長にににに提出提出提出提出（（（（議長議長議長議長がががが保存保存保存保存））））    

 

・ 収支報告書 

・ 支払証明書（原本） 

・ 領収書等（写） 

・（必要に応じて）その他、支

出の根拠となる書類及び活

動の実態が判る書類等 
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（５）閲覧 

① 閲覧に供される書類（条例第１４条第２項） 

 

▶ 収支報告書 
▶ 添付書類（― 領収書等（写し）・支払証明書（原本）―） 
 

※ 山形県議会情報公開条例第６条第 1 項各号に基く不開示情報はマスキングのう

え、閲覧に供されます。 

 

＜不開示情報＞ 

○ 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの。 

○ 開示をすることにより、個人の権利利益を害する恐れがあるもの。 等 

 

② 閲覧請求者（条例第１４条第１項） 

何人も閲覧することが可能です。 

※ ただし、平成２０年３月３１日の条例施行規程改正以前に交付された政務調査費

に係る収支報告書については、「県内に住所を有する者」や「県内の事業所に勤務

する者」等に限られます。 

 

 

③ 閲覧期間（条例第１４条第３項） 

 

 閲覧開始日 収支報告書の提出期限（翌年度４月３０日）の翌日から６０日を経過 

した日の翌日から。 

 閲覧終了日 収支報告書の提出期限（翌年度４月３０日）の翌日から５年を経過 

した日の属する年度の末日まで。 

 

 

④ 閲覧場所等（条例第１４条第４項） 

 

 閲 覧 場 所 県議会事務局総務課 事務室内 

 閲 覧 時 間 午前９時から午後４時３０分まで（山形県の休日以外の日） 
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（１）会 派 

 

  会派は「人格なき社団」ですが、「人格なき社団」に対する所得課税については、

原則非課税であり、収益事業を行う範囲において課税されるものです。 

  会派は収益事業を行っていないので、課税されません。 

 

（２）議 員 

 

議員個人に対する政務活動費は、議員としての公的調査研究活動に必要な費用を賄

うために支出されることとされています。 

したがって、政務活動費が雑所得の収入金額に該当するとしても、ここから政務活

動のために支出した費用を控除した収支差額については、返還する義務があるため、

剰余が生ずることはありません。 

その結果、課税所得は発生しないこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    税法上税法上税法上税法上のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    
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資資資資    料料料料    編編編編    
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別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度政務活動費収支報告書 

 

年  月  日 

 

山形県議会議長  殿 

 

会派名及び代表者氏名     

又は議員氏名         ㊞ 

１ 収支の状況 

（単位：円） 

項 目 金 額 

収
入 政 務 活 動 費（①）  

調 査 研 究 費  

研 修 費  

広 報 広 聴 費  

要請陳情等活動費  

会 議 費  

資 料 作 成 費  

資 料 購 入 費  

事 務 所 費  

事 務 費  

人 件 費  

支 
 

 
 

出 

支 出 合 計（②）  

残  余（①―②）  
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別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度政務活動費収支報告書 

 

平成平成平成平成２６２６２６２６年４４４４月２５２５２５２５日 

 

山形県議会議長  殿 

 

議員氏名 山形山形山形山形    太郎太郎太郎太郎    ○印 

 

１ 収支の状況 

（単位：円） 

項 目 金 額 

収
入 政 務 活 動 費（①） ３３３３，，，，３６３６３６３６００００，，，，００００００００００００    

調 査 研 究 費 １１１１，，，，１００１００１００１００，，，，６５０６５０６５０６５０    

研 修 費 ２００２００２００２００，，，，５００５００５００５００    

広 聴 広 報 費 １００１００１００１００，，，，００００００００００００    

要請陳情等活動費 １００１００１００１００，，，，００００００００００００    

会 議 費 ３７０３７０３７０３７０，，，，６００６００６００６００    

資 料 作 成 費 ７０７０７０７０，，，，００００００００００００    

資 料 購 入 費 ４５４５４５４５，，，，００００００００００００    

事 務 所 費 ５５５５３０３０３０３０，，，，６７０６７０６７０６７０    

事 務 費 １４１１４１１４１１４１，，，，６５０６５０６５０６５０    

人 件 費 ５０５０５０５０００００，，，，４３０４３０４３０４３０    

支
出 

支 出 合 計（②） ３３３３，，，，３４０３４０３４０３４０，，，，００００００００００００    

残  余（①―②） ２０２０２０２０，，，，００００００００００００    

＜記載例＞ 

政務活動費が交付された年度 

政務活動費の交付額 

収入額と同額もしくはそれ以下 残余が生じた場合は県に返還 

4月30日までの日付 
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別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業実施内容 

 

経 費 事 業 実 施 内 容 

調 査 研 究 費     

研 修 費     

広 聴 広 報 費     

要 請 陳 情 等 

活 動 費 
    

会 議 費     
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別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業実施内容 

 

経 費 事 業 実 施 内 容 

調 査 研 究 費 

①①①①    少子高齢化対策少子高齢化対策少子高齢化対策少子高齢化対策にににに係係係係るるるる先進地調査先進地調査先進地調査先進地調査（（（（○○○○県県県県○○○○町町町町））））    

②②②②    環境保全先進取組事例及環境保全先進取組事例及環境保全先進取組事例及環境保全先進取組事例及びびびび廃棄物処理施設調査廃棄物処理施設調査廃棄物処理施設調査廃棄物処理施設調査    

③③③③    市町村財務状況調査市町村財務状況調査市町村財務状況調査市町村財務状況調査（（（（５５５５市町村市町村市町村市町村））））    

④④④④    本県出身県外在住者本県出身県外在住者本県出身県外在住者本県出身県外在住者のののの意識調査意識調査意識調査意識調査（（（（委託調査委託調査委託調査委託調査））））    

⑤⑤⑤⑤    台風台風台風台風○○○○○○○○号号号号にににに伴伴伴伴うううう農作物被害状況調査農作物被害状況調査農作物被害状況調査農作物被害状況調査（（（（８８８８箇所箇所箇所箇所））））    

    

研 修 費 

①①①①    市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムへのへのへのへの参加参加参加参加    

②②②②    中心市街地活性化研修会参加中心市街地活性化研修会参加中心市街地活性化研修会参加中心市街地活性化研修会参加（（（（５５５５回回回回））））    

③③③③    少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化をををを考考考考えるえるえるえる集集集集いへのいへのいへのいへの参加参加参加参加（（（（３３３３回回回回））））    

④④④④    ○○○○○○○○講演会講演会講演会講演会のののの開催開催開催開催    

⑤⑤⑤⑤    ○○○○○○○○地域農畜産振興協議会年会費地域農畜産振興協議会年会費地域農畜産振興協議会年会費地域農畜産振興協議会年会費    

広 聴 広 報 費 

①①①①    県県県県政報告会政報告会政報告会政報告会のののの開催開催開催開催（（（（５５５５回回回回））））    

②②②②    県政報告誌県政報告誌県政報告誌県政報告誌のののの発行発行発行発行、、、、配布配布配布配布（（（（３３３３回回回回））））    

    

    

要 請 陳 情 等 

活 動 費 

①①①①    台風台風台風台風○○○○○○○○号号号号のののの農作物被害対応陳情農作物被害対応陳情農作物被害対応陳情農作物被害対応陳情（（（（東京東京東京東京２２２２回回回回））））    

②②②②    ○○○○○○○○地区内道路地区内道路地区内道路地区内道路、、、、河川改良河川改良河川改良河川改良にににに係係係係るるるる住民相談対応住民相談対応住民相談対応住民相談対応    

（（（（１０１０１０１０回回回回））））    

    

会 議 費 

①①①①    市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興をををを考考考考えるえるえるえるシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの開催開催開催開催    

②②②②    県政報告会開催県政報告会開催県政報告会開催県政報告会開催（（（（１０１０１０１０回回回回））））    

③③③③    ○○○○○○○○町観光振興協議会出席町観光振興協議会出席町観光振興協議会出席町観光振興協議会出席（（（（３３３３回回回回））））    

④④④④    ○○○○○○○○市政経懇談会出席市政経懇談会出席市政経懇談会出席市政経懇談会出席（（（（例月例月例月例月））））    

⑤⑤⑤⑤    管内重要事業要望会議出席管内重要事業要望会議出席管内重要事業要望会議出席管内重要事業要望会議出席    

 

＜記載例＞ 

調査研究費、研修費、広報広聴費、要請陳情等活動費、会議

費について主な事業内容（事業名、実施回数、場所、参集範
囲等）を記載する。 



 39 

別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の成果等 

 

事業項目（目的） 事 業 の 成 果 等  
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別記様式（条例第 10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業の成果等 

 

事業項目（目的） 事 業 の 成 果 等  

地地地地方分権方分権方分権方分権・・・・広域行政広域行政広域行政広域行政にににに

係係係係るるるる調査研究調査研究調査研究調査研究    

各市町村各市町村各市町村各市町村のののの財務状況等財務状況等財務状況等財務状況等のののの調査及調査及調査及調査及びびびび各種会議各種会議各種会議各種会議のののの開催開催開催開催

及及及及びびびび参加等参加等参加等参加等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権にににに伴伴伴伴うううう効果効果効果効果のののの検証検証検証検証をををを

行行行行ったったったった。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月定例会代表質問月定例会代表質問月定例会代表質問月定例会代表質問においてにおいてにおいてにおいて、、、、

市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興についてについてについてについて以下以下以下以下のののの質問質問質問質問をををを行行行行いいいい、、、、知事知事知事知事よりよりよりより次次次次

のようなのようなのようなのような回答回答回答回答をををを得得得得たたたた。。。。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策にににに係係係係るるるる

調査研究調査研究調査研究調査研究    

県内外県内外県内外県内外におけるにおけるにおけるにおける環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策にににに係係係係るるるる先進地域先進地域先進地域先進地域、、、、施施施施

設等設等設等設等のののの視察調査視察調査視察調査視察調査やややや、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民にににに対対対対するするするする環境保全環境保全環境保全環境保全セミセミセミセミ

ナーナーナーナーのののの開催等開催等開催等開催等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、環境保全問題環境保全問題環境保全問題環境保全問題にににに係係係係るるるる諸課題諸課題諸課題諸課題

のののの抽出抽出抽出抽出をををを行行行行いいいい、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて取取取取りまとめをりまとめをりまとめをりまとめを行行行行

ったったったった。。。。    

そのそのそのその内容内容内容内容はははは別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり。。。。    

少子高齢化対策及少子高齢化対策及少子高齢化対策及少子高齢化対策及びびびび

青少年健全育成青少年健全育成青少年健全育成青少年健全育成にににに係係係係

るるるる調査研究調査研究調査研究調査研究    

少子少子少子少子・・・・高齢化及高齢化及高齢化及高齢化及びびびび青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成にににに関関関関するするするする諸施諸施諸施諸施

策策策策のののの検証検証検証検証やややや、、、、今後今後今後今後のののの政策政策政策政策についてのについてのについてのについての調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するするするする

とととと共共共共にににに、、、、本県出身県外在住若者本県出身県外在住若者本県出身県外在住若者本県出身県外在住若者のののの意識調査等意識調査等意識調査等意識調査等をををを実施実施実施実施

しししし、、、、今後今後今後今後のののの諸施策諸施策諸施策諸施策へのへのへのへの反映反映反映反映についてのについてのについてのについての研究研究研究研究にににに資資資資したしたしたした。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月定例会少子高齢化対策特別委員月定例会少子高齢化対策特別委員月定例会少子高齢化対策特別委員月定例会少子高齢化対策特別委員

会会会会においてにおいてにおいてにおいて以下以下以下以下のののの質問質問質問質問をををを行行行行いいいい、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長よりよりよりより次次次次

のようなのようなのようなのような回答回答回答回答をををを得得得得たたたた。。。。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

農業振興対策農業振興対策農業振興対策農業振興対策にににに係係係係るるるる

調査研究調査研究調査研究調査研究    

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな農作物農作物農作物農作物のののの生産生産生産生産とととと、、、、農業離農業離農業離農業離れやれやれやれや耕作放耕作放耕作放耕作放    

棄地棄地棄地棄地のののの増大増大増大増大にににに対対対対するするするする対応対応対応対応についてについてについてについて・・・・・・・・・・・・    

 

＜記載例＞ 
政務活動費を充当して行った主な事業項目ごとに、事業実
施に伴う成果等を記載する。 

政務活動の実施に伴い、条例等の制定・改正や議会
における質疑、各種要望活動等に結びついた事例、 
又は政務活動を通して抽出された政策課題や改善策
等を記載する。 
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領収書等添付票 

 

支出科目 整理番号 

  

 

 

事業名、使途及び内容等 
 

 

 

領収書その他の証拠書類の添付欄  

 

按分による支出の場合の記載事項  

按分の率 （         ） 

按分による政務活動費の支出額 （        円） 

経費の一部に充当した支出の場合の記載事項  

政務活動費の支出額 （         円） 
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領収書等添付票 

 

支出科目 整理番号 

調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費    １１１１    

 

事業名、使途及び内容等  

    

少子高齢化対策少子高齢化対策少子高齢化対策少子高齢化対策にににに係係係係るるるる先進地視察調査先進地視察調査先進地視察調査先進地視察調査にににに係係係係るるるる交通費交通費交通費交通費（（（（鉄道賃鉄道賃鉄道賃鉄道賃・・・・航空賃航空賃航空賃航空賃）、）、）、）、    

宿泊費及宿泊費及宿泊費及宿泊費及びびびび視察先視察先視察先視察先へのへのへのへの謝礼謝礼謝礼謝礼    

・・・・実施期日実施期日実施期日実施期日        ○○○○○○○○年年年年○○○○○○○○月月月月○○○○○○○○日日日日～～～～○○○○○○○○年年年年○○○○○○○○月月月月○○○○○○○○日日日日    

・・・・視察場所視察場所視察場所視察場所        ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○町町町町    

・・・・相手方役職相手方役職相手方役職相手方役職    ○○○○○○○○町町町町○○○○○○○○課長課長課長課長 

領収書その他の証拠書類の添付欄 
 

 

 領領領領        収収収収        書書書書    

平成平成平成平成〇〇〇〇〇〇〇〇年年年年〇〇〇〇月月月月〇〇〇〇日日日日    

            ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    様様様様    

                                                    金金金金    ８５８５８５８５，，，，    ６７０６７０６７０６７０    円円円円        

                                        但但但但しししし、、、、○○○○○○○○視察経費視察経費視察経費視察経費のののの交通費交通費交通費交通費、、、、宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費としてとしてとしてとして    

                                                                            

○○○○○○○○旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社    代表代表代表代表    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    ○○○○印印印印    

 

領領領領        収収収収        書書書書    

平成平成平成平成〇〇〇〇〇〇〇〇年年年年〇〇〇〇月月月月〇〇〇〇日日日日    

            ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    様様様様    

                金金金金    ３３３３，，，，    １５０１５０１５０１５０    円円円円        

                但但但但しししし、、、、品代品代品代品代としてとしてとしてとして    

                                    菓子舗菓子舗菓子舗菓子舗△△△△△△△△    代表代表代表代表    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    ○○○○印印印印 
 

按分による支出の場合の記載事項  

按分の率 （         ） 

按分による政務活動費の支出額 （         ） 

経費の一部に充当した支出の場合の記載事項  

政務活動費の支出額 （ ８０８０８０８０，，，，８２０８２０８２０８２０    円円円円    ） 

＜記載例１＞ 

経理システムを利用する場合は経理簿の整

理番号（システムを利用しない場合は、支出

科目ごとに一連の番号を付し、整理する） 

調査内容、実施期日、視察場所、調査相手方役 

職、経費の使途 等を記載する。 

領収書又はレシート等の写しを貼付する。

（複数枚貼付するときは重ならないように） 

経費の一部に充当した支出がある場合

は、政務活動費充当支出額を記載する。 

使途基準に定め

る支出科目 
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領収書等添付票 

支出科目 整理番号 

会議費会議費会議費会議費    ２２２２    

 

事業名、使途及び内容等   

市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興をををを考考考考えるえるえるえるシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム開催開催開催開催にににに要要要要するするするする会場借上会場借上会場借上会場借上げげげげ費費費費    

・・・・日日日日        時時時時    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年○○○○月月月月○○○○日日日日（（（（土土土土））））    

・・・・場場場場        所所所所    〇〇〇〇〇〇〇〇町町町町〇〇〇〇〇〇〇〇センターセンターセンターセンター    

・・・・参加者数参加者数参加者数参加者数    １５０１５０１５０１５０名名名名 

領収書その他の証拠書類の添付欄 
※※※※    会議開催会議開催会議開催会議開催にににに係係係係るるるる会場借上料会場借上料会場借上料会場借上料のののの支出証拠書類支出証拠書類支出証拠書類支出証拠書類とととと

してしてしてして振込受領書振込受領書振込受領書振込受領書をををを添付添付添付添付したしたしたした場合場合場合場合のののの例例例例 

  

                  □□□□    □□□□    □□□□    銀銀銀銀    行行行行    

お取引内容 店番号 お取引日 

お振込 ００９００９００９００９－－－－２４２４２４２４    ２３２３２３２３－－－－１０１０１０１０－－－－１１１１１１１１    

銀行番号 取引店 口座番号 

   

取扱番号 お取扱金種 硬貨合計 

 万円 千円  

１３４９１３４９１３４９１３４９    ００１００１００１００１    ００２００２００２００２    \\\\５００５００５００５００    

お取引時刻 お取引金額 手数料 

０９０９０９０９：：：：１５１５１５１５    \\\\１２１２１２１２，，，，５００５００５００５００    \\\\３１５３１５３１５３１５    

お取引後残高 釣 銭 

 \\\\００００    

  振込受領書振込受領書振込受領書振込受領書    

◎◎◎◎◎◎◎◎銀行銀行銀行銀行    

××××××××支店支店支店支店    

    普通普通普通普通    №№№№１２３４５６１２３４５６１２３４５６１２３４５６    

受取人受取人受取人受取人    カカカカ））））△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△                                様様様様    

依頼人依頼人依頼人依頼人    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○                                    様様様様    

連絡先連絡先連絡先連絡先    ０１９０１９０１９０１９－－－－６５１６５１６５１６５１－－－－３１１１３１１１３１１１３１１１    

受付番号受付番号受付番号受付番号ＡＡＡＡ０３３６９０３３６９０３３６９０３３６９－－－－０９２７０９１００９２７０９１００９２７０９１００９２７０９１０ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

按分による支出の場合の記載事項  

按分の率 （         ） 

按分による政務調査費の支出額 （          ） 

経費の一部に充当した支出の場合の記載事項  

 

政務調査費の支出額 （         円 ） 

＜記載例２＞ 

支払金額 

振込手数料も政 

務調査費から支出 

できる。 

振込先が個人の場

合は、閲覧において銀

行名及び口座番号は

非開示となる。 
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領収書等添付票 

 

支出科目 整理番号 

人件費人件費人件費人件費    ３３３３    

 

 

事業名、使途及び内容等   

 

     事務職員給与事務職員給与事務職員給与事務職員給与（（（（平成平成平成平成○○○○年年年年○○○○月分月分月分月分））））            

    

 

 

領収書その他の証拠書類の添付欄 
※※※※    事務職員給与事務職員給与事務職員給与事務職員給与のののの支出証拠書類支出証拠書類支出証拠書類支出証拠書類としてとしてとしてとして給与支払給与支払給与支払給与支払

明細書明細書明細書明細書をををを添付添付添付添付したしたしたした場合場合場合場合のののの例例例例 

  

 

  給与支払明細書 

    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年    月分月分月分月分    

手手手手        当当当当    控控控控        除除除除    
氏名氏名氏名氏名    給料給料給料給料    

○○○○ 手当手当手当手当    ○○○○ 手当手当手当手当    手手手手 当計当計当計当計    
支給額支給額支給額支給額計計計計    

社社社社 保保保保    ○○○○ ○○○○    控控控控 除計除計除計除計    

差差差差     引引引引    

支支支支 給額給額給額給額    
受受受受 領印領印領印領印    

○○○○○○○○○○○○○○○○    ×××× ××××    ×××× ××××    ×××× ××××    ×××× ××××    
    

272727270,0000,0000,0000,000    
×××× ××××    ×××× ××××    ×××× ××××    ×××× ××××    ○○○○印印印印    

 

 

 

 

按分による支出の場合の記載事項  

按分の率 （ １１１１／／／／３３３３ ） 

按分による政務活動費の支出額 （ ９００００,,,,００００００００００００円円円円 ） 

経費の一部に充当した支出の場合の記載事項  

政務活動費の支出額 （          ） 

 

 

＜記載例３＞ 

氏名及び受領印の個人情報は、政務活動費の交付に関する条例に基く閲覧

及び情報公開条例に基く公文書開示においては、不開示の扱いとなる 

他の用務にも従事している場合は、合理的な割合で経費を按分する。（従

事割合が明確にできない場合の案分率の上限は２分の１とする。） 
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様式第７号（条例第１０条関係） 

年度政務活動費支払証明書 

支出科目                      

支払 

年月日 
支払額 支払先 

面談の有

無（有の

場合は相

手方） 

内容及び場所 備 考 

  
    

   
   

     

 

 
 

    

計 
 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

議員氏名        ㊞ 

 



 46 

様式第７号（条例第１０条関係） 

    
平成平成平成平成２２２２４４４４年度政務活動費支払証明書 

支出科目 調査研究費調査研究費調査研究費調査研究費     

支払 

年月日 
支払額 支払先 

面談の有

無（有の

場合は相

手方） 

内容及び場所 備 考 

H24H24H24H24.4.3.4.3.4.3.4.3    1,8501,8501,8501,850 円円円円    
－－－－    ××××××××荘荘荘荘    

施設長施設長施設長施設長    

    

【【【【内容内容内容内容】】】】    

高齢者施設入所待機者高齢者施設入所待機者高齢者施設入所待機者高齢者施設入所待機者のののの状況状況状況状況

等等等等をををを調査調査調査調査するためするためするためするため、、、、最近最近最近最近のののの入所入所入所入所

者数者数者数者数・・・・申申申申しししし込込込込みみみみ件数件数件数件数のののの推移推移推移推移やややや今今今今

後後後後のののの運営見通運営見通運営見通運営見通しししし等等等等についてについてについてについて聴取聴取聴取聴取

したしたしたした。。。。    

【【【【場所場所場所場所】】】】    

    △△△△△△△△市市市市○○○○○○○○町社会福祉法人町社会福祉法人町社会福祉法人町社会福祉法人××××

××××荘荘荘荘    

自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用    

37373737 円円円円××××50km50km50km50km    

    

    

    4.74.74.74.7    1,1841,1841,1841,184 円円円円    －－－－    
（（（（無無無無しししし））））    【【【【内容内容内容内容】】】】    

河川支障木河川支障木河川支障木河川支障木のののの利活用利活用利活用利活用がががが課題課題課題課題とととと

なっておりなっておりなっておりなっており、、、、そのそのそのその実態実態実態実態についてについてについてについて

確認確認確認確認するためするためするためするため、、、、現場現場現場現場をををを調査調査調査調査したしたしたした。。。。    

【【【【場所場所場所場所】】】】    

①①①①△△△△△△△△町町町町○○○○○○○○地内地内地内地内    

    ②□②□②□②□□□□□村村村村××××××××地内地内地内地内        

自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用    

37373737 円円円円××××32km32km32km32km    

自宅自宅自宅自宅    

→→→→△△△△△△△△町町町町○○○○○○○○地内地内地内地内    

→→→→□□□□□□□□村村村村××××××××地内地内地内地内    

→●●→●●→●●→●●市市市市    

→→→→自宅自宅自宅自宅    

        4.84.84.84.8    23,00023,00023,00023,000 円円円円    JRJRJRJR    

東日本東日本東日本東日本    

国土交通国土交通国土交通国土交通

省省省省○○○○○○○○局局局局    

□□□□□□□□課課課課    

課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐    

【【【【内容内容内容内容】】】】    

県内県内県内県内××××××××地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける新幹線新幹線新幹線新幹線

延伸整備計画延伸整備計画延伸整備計画延伸整備計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを調査調査調査調査

するためするためするためするため、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行ったったったった。。。。    

【【【【場所場所場所場所】】】】    

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省○○○○○○○○局局局局□□□□□□□□課内課内課内課内    

××××××××駅駅駅駅    

→→→→東京駅東京駅東京駅東京駅    

→××→××→××→××駅駅駅駅    

4.104.104.104.10 
740740740740 円円円円    

－－－－        【【【【内容内容内容内容・・・・場所場所場所場所】】】】    

・・・・詳細詳細詳細詳細はははは領収書等添付票領収書等添付票領収書等添付票領収書等添付票にににに記載記載記載記載。。。。 

自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用    

37373737 円円円円××××20km20km20km20km    

    

    

    

計 
○○○○○○○○○○○○円円円円    

    

上記のとおり相違ないことを証明します。 

議員氏名        ㊞ 

＜記載例＞ 

別途、総会会費の領収書を「領収書等添付表」

に添付の上、内容等を記載している場合 

たとえば、道路が不通になり、政務調査活

動対象以外の地域を迂回しなければなら

なかったような場合は、備考欄にその行程

を記載 


